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当、学校法人 は、 宗教法人世界平和統一家庭連合 （Ｎ日統一教会。 以下 「貴宗教法人」と いう 。）

に対 し、 貴宗教法人が多摩市永 ＬＬＩ七丁目 ２－ １、 ２、 ３に所在する 土地 （約 ６， ３　０　０ｎｆ。

な下 「本件土麑」 とい う。）を戛発して建物を建築し、これを貴宗教法大のき勤の拠点とす

るこ とを お廁 （以下「本件計画」と いう 。） して いる こと につ いて、直ちに本件計画 を中止

し、 及び本件土鳬から 撤収する よう 強く 申し入れます。

肖学校也大が この 申入れを行う 理ｄＥＩ は、 次の とお りです。

ヅＸ学校法人 は、 本件土ま に隣接し て、 １　６　０，　７４ ９ｎｆの土地 を所有し 、当 学校法人 に所

属す るｍ上舘大学 は、 同土ｔ上 に設 けら れた教育施設 （Ｊジ、下「多摩キャ ンパ ス」 とい う。）

を使ＪＩ］して、 大学院と してスポーツ ・システム研究科及び救急システム研究科を、体育学部

とし て体育学娯、 武道学科及びスポーツ Ｋ科学科をそれぞれ設けて、大学院生及び学生の教

育に 当た って いま す。 多摩キャ ンパ スでは、 常時、約 ２， ００ ０大の大学院生及び大学生が

学業、スポーツ活動にいそしみ、その成果と して、例えば、我が国の救急Ｅ療体制の一端を

担っ てい る救急救命上等有為な人材 を輩 出し て社会に貢献 して いる ばか りでなく 、そ の卓

越した技量により 我が国を代表する運動家と して活躍している者も数多くいます。したが

って、多摩キャンパスにおける教育き動は、 国士舘大学において枢・な位ほをｌ＝！Ｅｉ めており、

同キ ャンパス の十全な教育環境の維持並びに教育を受 ける 大学院生‾ｋび大学生 の安心ヽ ・安

全の確保は、 当学校法大の重要な使命です。

他方、貴宗教法人は、 霊感商法、高額献ま等の違法行為を繰り 返し社会から厳し い指弾を

受け （貴宗教法人が組織的な万法行為を行っ たと 混定 された只事判決が ２件、孜た上の使ｍ

者責任を 認めた判決が ２０ 件あ る。 ）、 を時、貴宗教羝大 によ る献４に仮まＥし たＢＩ大から の財

産の取得 を規制す るこ と等 を目 的と して、法人等によ る寄附の不当 な勧誘の 防止等に 関す

る法律が制定 され、ま た、 現在、文部科学大臣が貴宗教法人に対し宗教法大法第 ７８ 条の２

に基づき 同法に基づく 解散命令請求に向けた報告徴収 ・質同権の行使を して いま す。 さら に、

多摩市長は、 貴宗教法人に対し、解散命令がなされな いこ とが確定する までの鶚、本件土ｔ

の回発行為を行わない こと を内容と する 申入れを行い 、多摩市議会は、 党派横断 白り に、 貴宗

教法人の同市への進ｍに反対することを明らかに し、 また、貴宗教法人の肖該回発行為を阻
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止するた めの住民運動 も高 まり を見せ始めて いま す。

これ らの事実に加 え、 貴宗教法人が若者に対する勧誘 をその勢力拡大の施策の１ にして

いる こと を併せ考 える と、 貴宗教法人が本件±１ｔｔｌを その活動の拠点と して活動を行 うこと

は、 国士舘大学が多摩キャ ンパスにおいて行う教育の環境に著しい悪影響を与え、同キャン

パス で学業、 スポーツ活動 に従事する学生等の能力の 向上 を阻害するばかり でな く、 とく に、

同キ ャンパス付近 に居所を構え る大学院生、 学生等が貴宗教法人の勧誘 を受 けて、貴宗教法

人が組織的に行う 違法行為 に加害者、あ るいは被害者として巻きふまれる現実のおそれが

あり ます。こ のこ とは、国士舘大学が長年の努力 によ って培っ た教育機関と して の評価を貶

め、 同大学、 ひいては肖学校法人に回復し難い損害を与えるものです。

な上の理［ｔｌか ら、 当学校法人は、貴宗教法人に対 し、 本件歙ちを速やかに撤回するこ とを

強く 求め ます。仮に貴宗教法人が当 学校法大の申入れ を聞 き入れず、本件計画を実行 しよう

とする場合に は、 肖学校法人は、国 、東京都、多摩市等の関係諸機関と 密接な連携を取りつ

つ、 ‾ほミ「能な 限り の手段を講じ て本件計画の撤回 の実現を 図り 、さ らに 、必要に よっ ては、法

的手続に よる こと も選択肢 とし て排除するも のではあ りま せん。

貴職 の御賢察及び御高配を いただければ、幸甚に存じ ます。
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以上


